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1. 船橋市生涯学習推進本部設置要綱                                                             

（設置） 

第 1 条 本市における生涯学習に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、船橋市生涯学習推進本

部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第 2 条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

（1）生涯学習基本構想・推進計画の策定に関すること。 

（2）生涯学習に関する施策の総合調整に関すること。 

（3）生涯学習に関する施策の推進に関すること。 

（4）その他生涯学習に関すること。 

（組織） 

第 3 条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

2 本部長は市長の職にある者を、副本部長は副市長の職にある者及び教育長の職にある者を、本部員は別表

に定める者をもって充てる。 

3 本部長は、会務を総理する。 

4 本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。 

（会議） 

第 4 条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。 

2 推進本部の会議に、必要があると認めるときは、本部員以外の者をその会議に出席させ、意見又は説明を

求めることができる。 

（部会） 

第 5 条 推進本部の所掌事務に関する専門的な調査・検討及び推進本部の会議に付する事案の調整を行うた

め、推進本部に部会を置く。 

2 部会は、次に掲げる者をもって組織する。 

(1)生涯学習部長 

(2)政策企画課長、教育総務課長、社会教育課長、文化課長、青少年課長、生涯スポーツ課長 

(3)その他、生涯学習の推進に関連する事業を所管する課の長 

3 部会に部会長を置き、生涯学習部長をもって充てる。 

4 部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者をその会議に出席させ、意見又は説明を求めること

ができる。 

（ワーキンググループ） 

第 6 条 部会長は、部会が行う調査検討に必要な実務的な作業を行わせるため、部会にワーキンググループ

を設置することができる。 

2 ワーキンググループの構成員は、前条第 2 項に掲げる者が推薦する職員のうちから、部会長が指名する。 

（庶務） 

第 7 条 本部の庶務は、教育委員会生涯学習部社会教育課において処理する。 
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（補則） 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附則 

この要綱は、平成 11 年 7 月 16 日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成 22 年 12 月 8 日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成 24 年 11 月 1 日から施行する。 

 附則  

この要綱は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 附則  

この要綱は、平成 27 年 10 月 1 日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成 31 年 1 月 4 日から施行する。 
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別表（生涯学習推進本部） 

本部長 市長 

副本部長 副市長 

  副市長 

  教育長 

本部員 市長公室長 

  企画財政部長 

  税務部長 

  市民生活部長 

健康福祉局長 

  健康・高齢部長 

  保健所理事 

  福祉サービス部長 

  子育て支援部長 

  環境部長 

  経済部長 

建設局長 

  消防局長 

  教育次長 

  管理部長 

  学校教育部長 

  生涯学習部長 

選挙管理委員会事務局長 
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2. 船橋市生涯学習推進本部部会員一覧                                                                

 
要綱第 5 条第 2 項 

（1）（2） （3） 

【部会長】生涯学習部長 
市長公室 

危機管理課長 

政策企画課長 国際交流課長 

教育総務課長 税務部 税務課長 

社会教育課長 

市民生活部 

自治振興課長 

文化課長 市民協働課長 

青少年課長 市民安全推進課長 

生涯スポーツ課長 
健康・高齢部 

健康政策課長 

 

高齢者福祉課長 

保健所 

保健総務課長 

地域保健課長 

健康づくり課長 

福祉サービス部 
地域福祉課長 

障害福祉課長 

子育て支援部 

児童家庭課長 

地域子育て支援課長 

療育支援課長 

環境部 

環境政策課長 

環境保全課長 

資源循環課長 

クリーン推進課長 

経済部 

商工振興課長 

農水産課長 

消費生活センター所長 

都市整備部 公園緑地課長 

消防局 総務課長 

(教)学校教育部 

学務課長 

指導課長 

保健体育課長 

総合教育センター所長 

(教)生涯学習部 

中央公民館長 

東部公民館長 

西部公民館長 

北部公民館長 

高根台公民館長 

西図書館長 

市民文化ホール館長 

郷土資料館長 

青少年センター所長 

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局次長 
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3. 船橋市生涯学習基本構想・推進計画検討委員会設置要綱                                         

（設置） 

第 1 条 本市が生涯学習基本構想・推進計画を策定するにあたり、有識者等の意見を聴取するため、船橋市

生涯学習基本構想・推進計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第 2 条 委員会は、船橋市生涯学習基本構想・推進計画の策定に関する事項について、専門的な立場や幅広

い視点から助言や提言を行う。 

（組織） 

第 3 条 委員会は委員 18 人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の内から市長が委嘱する。 

（1）学識経験者                          3 人以内 

（2）生涯学習団体関係者                  4 人以内 

（3）教育関係者                          3 人以内 

（4）社会教育・公民館運営審議会委員      5 人以内 

（5）その他市長が必要があると認めた者    3 人以内 

（任期） 

第 4 条 委員会の委員の任期は、委嘱の日から第 2 条に規定する事項について完了した日までとする。ただ

し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第 5 条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

（議事） 

第 6 条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（小委員会） 

第 7 条 委員会は、専門的事項について調査審議するため、委員長の指名する者及び委員をもって組織する

小委員会を設置することができる。 

（庶務） 

第 8 条 委員会の庶務は、生涯学習部社会教育課において処理する。 

（災害補償） 

第 9 条 委員の業務にかかる事故については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例（昭和 42 年船橋市条例第 33 号）の規定を準用する。 

（補足） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 11 年 7 月 16 日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成 31 年 1 月 4 日から施行する。 
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4. 船橋市生涯学習基本構想・推進計画検討委員会委員名簿                                        

 

氏名 要綱第３条 所属等 

明石 要一 １号 千葉敬愛短期大学 

竹迫 和代 １号 参画はぐくみ工房 

辻 大士 １号 筑波大学体育系 

小原 智 ２号 船橋市国際交流協会 

斉藤 ゆき子 ２号 船橋市合唱連盟 

高見 美樹 ３号 船橋市中学校長会 

草野 滋之 ４号 船橋市社会教育委員 

沼波 規子 ４号 船橋市中央公民館運営審議会 

河野 佑隆 ５号 市民委員 

平尾 美佐 ５号 市民委員 
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5. 策定スケジュール                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ワーキンググループ」は、会議は開催せず、必要に応じて都度構成員と打ち合わせを行ったため、 

上記には記載していません。 

     

 

 

 

 

 

平成 30 年度 

1 月 
第 1 回生涯学習推進本部会議 

第 1 回生涯学習推進本部 部会議 

令和元年度 

7 月 「生涯学習に関するアンケート」実施 

8 月 第 1 回生涯学習基本構想・推進計画検討委員会 

10 月 第 1 回生涯学習推進本部 部会議 

11 月 第 2 回生涯学習基本構想・推進計画検討委員会 

令和 2 年度 

4 月 （中止：第 1 回生涯学習推進本部 部会議） 

7 月 （令和 2 年度に策定予定の市政に係る重要な計画の策定時期の延期について、政策会議にて決定） 

3 月 第 2 回生涯学習推進本部 部会議（書面会議） 

令和 3 年度 

4 月 第 1 回生涯学習基本構想・推進計画検討委員会 

5 月 第 1 回生涯学習推進本部 部会議（書面会議） 

6 月 
第 2 回生涯学習基本構想・推進計画検討委員会 

第 1 回生涯学習推進本部会議（書面会議） 

7 月 第 2 回生涯学習推進本部 部会議（書面会議） 

9 月 
第 3 回生涯学習基本構想・推進計画検討委員会（書面会議） 

第 3 回生涯学習推進本部 部会議（書面会議） 

10 月 第 2 回生涯学習推進本部会議（書面会議） 

12 月 パブリック・コメント（12 月 15 日～1 月 14 日） 

2 月 
第 4 回生涯学習推進本部 部会議（書面会議） 

第 4 回生涯学習基本構想・推進計画検討委員会（書面会議） 

3 月 第 3 回生涯学習推進本部会議（書面会議） 

令和 4 年度 

4 月 施行 
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6. 「生涯学習に関するアンケート」                                                           

（1）調査概要 

■ 概要 

① 調査地域 船橋市全域 

② 調査対象 船橋市在住の満 18 歳以上の男女 

③ 標 本 数 3,000 人 

④ 標本抽出 住民基本台帳から無作為抽出 

⑤ 調査方法 郵送配布－郵送回収（調査期間中に督促を兼ねた「礼状はがき」を１回送付） 

⑥ 調査期間 令和元年（2019 年）7 月 17 日（水）～7 月 31 日（水） 

       （※調査期間後に郵送回収した調査票は、できる限り調査結果に反映させた） 

⑦ 調査機関 一般社団法人輿論科学協会 

 

■ 配布・回収結果 

① 配布数 3,000 ／ ② 回収数 1,263 ／ ③ 回収率 42.1％ 

 

■ 回答者属性 （上段：実数、下段：％） 

① 年齢 

 全体 
18 

～19 歳 
20 

～29 歳 
30 

～39 歳 
40 

～49 歳 
50 

～59 歳 
60 

～64 歳 
65 

～69 歳 
70 

～74 歳 
75 

～79 歳 
80 歳 

～ 
無回答 

市全体 
1,263 25 107 162 229 201 96 117 115 94 100 17 

100.0 2.0 8.5 12.8 18.1 15.9 7.6 9.3 9.1 7.4 7.9 1.3 

南部 
221 5 21 36 55 29 16 17 12 21 9 - 

100.0 2.3 9.5 16.3 24.9 13.1 7.2 7.7 5.4 9.5 4.1 - 

西部 
306 6 29 43 61 54 18 28 32 17 16 2 

100.0 2.0 9.5 14.1 19.9 17.6 5.9 9.2 10.5 5.6 5.2 0.7 

中部 
165 3 9 24 26 29 10 18 13 15 17 1 

100.0 1.8 5.5 14.5 15.8 17.6 6.1 10.9 7.9 9.1 10.3 0.6 

東部 
339 7 34 33 59 63 30 29 32 17 30 5 

100.0 2.1 10.0 9.7 17.4 18.6 8.8 8.6 9.4 5.0 8.8 1.5 

北部 
206 3 14 25 27 26 21 22 24 18 23 3 

100.0 1.5 6.8 12.1 13.1 12.6 10.2 10.7 11.7 8.7 11.2 1.5 

 

② 職業 

 全体 農林漁業 会社員 公務員 
自営・自由

業・経営者 

家族従業 

（「農林漁業」を除く） 

アルバイト・パート 

・契約（派遣）社員 
学生 

主婦 

・主夫 
無職 その他 無回答 

市全体 
1,263 2 366 44 86 5 232 55 214 206 18 35 

100.0 0.2 29.0 3.5 6.8 0.4 18.4 4.4 16.9 16.3 1.4 2.8 

南部 
221 1 81 9 16 1 29 10 34 33 4 3 

100.0 0.5 36.7 4.1 7.2 0.5 13.1 4.5 15.4 14.9 1.8 1.4 

西部 
306 - 95 9 23 - 65 16 52 33 8 5 

100.0 - 31.0 2.9 7.5 - 21.2 5.2 17.0 10.8 2.6 1.6 

中部 
165 - 45 8 11 - 28 6 29 32 1 5 

100.0 - 27.3 4.8 6.7 - 17.0 3.6 17.6 19.4 0.6 3.0 

東部 
339 1 89 12 24 3 68 14 62 54 4 8 

100.0 0.3 26.3 3.5 7.1 0.9 20.1 4.1 18.3 15.9 1.2 2.4 

北部 
206 - 54 6 10 1 41 8 32 45 1 8 

100.0 - 26.2 2.9 4.9 0.5 19.9 3.9 15.5 21.8 0.5 3.9 
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③ 休日（複数回答） 

 全体 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 
祝日 

・振替休日 

固定された曜日

ではない 

仕事や学校など

は行っていない 
無回答 

市全体 
1,263 47 50 56 55 50 437 552 419 245 320 75 

100.0 3.7 4.0 4.4 4.4 4.0 34.6 43.7 33.2 19.4 25.3 5.9 

南部 
221 5 7 4 6 4 88 109 89 44 49 10 

100.0 2.3 3.2 1.8 2.7 1.8 39.8 49.3 40.3 19.9 22.2 4.5 

西部 
306 14 19 16 15 13 123 150 117 59 63 16 

100.0 4.6 6.2 5.2 4.9 4.2 40.2 49.0 38.2 19.3 20.6 5.2 

中部 
165 10 7 8 8 13 53 71 53 31 42 12 

100.0 6.1 4.2 4.8 4.8 7.9 32.1 43.0 32.1 18.8 25.5 7.3 

東部 
339 7 13 19 12 14 116 143 107 68 89 15 

100.0 2.1 3.8 5.6 3.5 4.1 34.2 42.2 31.6 20.1 26.3 4.4 

北部 
206 11 4 9 14 6 54 74 51 43 65 13 

100.0 5.3 1.9 4.4 6.8 2.9 26.2 35.9 24.8 20.9 31.6 6.3 

 

④ 同居家族（複数回答） 

 

⑤ 居住地域 

全体 宮本 湊町 本町 海神 葛飾 中山 塚田 法典 夏見 
高根 

・金杉 
高根台 

新高根 

・芝山 

1,263 80 50 38 53 82 45 95 84 46 39 24 56 

100.0 6.3 4.0 3.0 4.2 6.5 3.6 7.5 6.7 3.6 3.1 1.9 4.4 

前原 
二宮・ 

飯山満 
薬円台 

三山・ 

田喜野井 
習志野台 二和 三咲 八木が谷 松が丘 大穴 豊富 坪井 無回答 

72 59 35 72 101 27 32 52 31 16 20 28 26 

5.7 4.7 2.8 5.7 8.0 2.1 2.5 4.1 2.5 1.3 1.6 2.2 2.1 

 

⑥ 居住年数 

 全体 ５年未満 
５年以上 

10 年未満 

10 年以上 

20 年未満 
20 年以上 無回答 

市全体 
1,263 180 147 308 559 69 

100.0 14.3 11.6 24.4 44.3 5.5 

南部 
221 42 33 60 78 8 

100.0 19.0 14.9 27.1 35.3 3.6 

西部 
306 50 46 83 111 16 

100.0 16.3 15.0 27.1 36.3 5.2 

中部 
165 24 17 33 80 11 

100.0 14.5 10.3 20.0 48.5 6.7 

東部 
339 46 28 90 166 9 

100.0 13.6 8.3 26.5 49.0 2.7 

北部 
206 17 22 41 123 3 

100.0 8.3 10.7 19.9 59.7 1.5 

 

 

 

 
全体 

同居人 

がいる 

       
同居人は 

いない 
無回答  未就学児 小学生 中学生 

介護を必要とする

方（年齢問わず） 

妊娠中 

の方 

左記に該当す

る人はいない 
無回答 

市全体 
1,263 1059 127 167 73 84 10 658 25 149 55 

100.0 83.8 12.0 15.8 6.9 7.9 0.9 62.1 2.4 11.8 4.4 

南部 
221 179 26 31 10 12 3 108 4 35 7 

100.0 81.0 14.5 17.3 5.6 6.7 1.7 60.3 2.2 15.8 3.2 

西部 
306 254 39 39 17 14 2 155 6    41 11 

100.0 83.0 15.4 15.4 6.7 5.5 0.8 61.0 2.4 13.4 3.6 

中部 
165 140 22 22 12 8 1 91 3 19 6 

100.0 84.8 15.7 15.7 8.6 5.7 0.7 65.0 2.1 11.5 3.6 

東部 
339 294 26 47 24 31 4 178 6 35 10 

100.0 86.7 8.8 16.0 8.2 10.5 1.4 60.5 2.0 10.3 2.9 

北部 
206 180 14 28 10 17 - 117 5 17 9 

100.0 87.4 7.8 15.6 5.6 9.4 - 65.0 2.8 8.3 4.4 



 

9
7
 

（2）調査票                                                         
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7. 主な参考文献等                                                                                     

※文中に出典の記載がない場合がある資料のみ記載 

    

・中央教育審議会「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（答申）」 

・中央教育審議会生涯学習分科会「第 10 回生涯学習分科会における議論の整理」 

・文部科学省「第 3 期教育振興基本計画」 

・文部科学省「令和元年度文部科学白書」 

・文部科学省「令和 2 年度文部科学白書」 

・文部科学省ホームページ「体験活動の教育的意義」 

・超高齢社会における生涯学習の在り方に関する検討会「長寿社会における生涯学習の在り方について」 

・船橋市「人口推計報告書（第 2 版）」 

・船橋市ホームページ「住民基本台帳人口」 

・船橋市「第 3 次船橋市総合計画 骨子案＜序論＞補足資料」 

・船橋市教育委員会「第三次船橋市子供の読書活動推進計画」
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